
企　業　説　明

会
社
名

(フリガナ）　イリョウセイキョウサイタマセイカツキョウドウクミアイ　　　　

医療生協さいたま生活協同組合
所
在
地

埼玉県川口市木曽呂１３１７

現在雇用している障害者の人数

知的 身体 精神

5 34 18

求
め
る
人
材

・日々の生活リズムが安定し健康を大切にする方。
・具合が悪いときは、主治医に気軽に相談できる方。
・地域の障害者就業・生活支援センターや障害者就労支援センターに登録している
方。
・事務業務においては、ＰＣの基本操作ができる方。

企
業
概
要

・医療および介護福祉事業。
　生協法人として県内に病院・診療所・介護老人保健施設・訪問看護・訪問介護など４０か所の事業所を運営して
います。
・当生協は人が人として大切にされる社会をめざし、人権を守ることを仕事の中で大事にしています。障害者にやさ
しい職場づくりは、誰もが働きやすい職場づくりにつながります。共に働く仲間として尊重しあえる職場風土を障害
者雇用により推進します。

職
務
内
容

・事務業務：本部や病院総務課・医事課・健康診断部門で入力、介護施設のデイケアや療養棟で利用者データの
入力
・衛生業務：清掃、歯科器具の滅菌、薬剤科注射室のトレイ清掃、厨房内での食器洗浄、訪問車両の洗車
・介護助手：デイケアや療養棟での介護補助
・運転手：送迎車や巡回バス（ハイエースなど）の運行
勤務時間 ：８：３０ ～ １７：００。週２０時間以上を基本とします。短時間勤務の相談もできます
定休日 ： 土・日・祝日は休日（年末年始休暇有り）、就労場所により変動あります。

会
社
と
し
て
配
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ

・雇用にあたり、本人と職場（仕事）のマッチングを大事にしています。そのため、必ず見学や実習を行い本人の意
向を第一にして働く場所を決めます。雇用後は継続した就労ができるよう話し合い支援内容を相談します。

・就労に長期間のブランクがある場合は、短時間トライアル雇用を積極的に受け入れて時間をかけて週20時間以
上の雇用を目指します。短時間トライアル雇用から週30時間以上の勤務になった方が４名います。

・企業在籍型ジョブコーチを配置し、定期的に面談を実施しています。

・医療、介護事業の実績を活かし専門職の相談や対応が可能です。

・長く働き続けられるように配慮をしています。その１つとして、一般パート職員と同じパート人事制度の適用をして
処遇改善をはかっています。また、有給休暇のほかにリフレッシュ休暇が付与されます。


